
施策内容 事業実施計画

　ＡＳＶ（先進安全自
動車）関連機器、ドラ
イブレコーダーの導
入を促進する。

　被害軽減ブレーキ、後方視野確認装置、呼気
吹き込み式アルコールインターロックなどのＡＳＶ
関連機器、ドライブレコーダー（以下「ドラレコ」と
いう。）の導入を促進するため助成等の支援を行
う。
なお、ＡＳＶ機器の導入支援にあたっては、行政
との連携に配意するとともに、ＡＳＶ関連機器の
開発状況を把握し、適時適切に導入促進対象の
見直しを図る。

　トラック運転者の運
転技術・マナー及び
安全意識の向上を
図る。

①　安全運転研修受講に対し助成を実施する。
②　各種媒体による効率的、効果的な啓発、広報
活動を実施する。
③　トラックドライバー・コンテスト等を実施する。

　事故を分析し、事
故の態様に即した対
策を検討し、活用を
図る。

　交通事故分析調査を行い、原因及び対策につ
いて検討、整理し、その活用を図る。

上記のほか「トラック
事業における総合安
全プラン２００９」に
基づき諸対策を推進
する。

安全体質の確立、コンプライアンスの徹底、トラッ
ク事業を取り巻く交通環境の改善等のために、講
習会開催、啓発広報、関係行政機関との連携等
を進める。

　トラック運転手の高
齢化を踏まえ、トラッ
ク運転者の健康管
理を支援し、平成２６
年度までに、トラック
運転者の健康診断
による有所見率を
60%以下にする。

①　事業者が行うＳＡＳスクリーニング検査に対し
支援を行うとともに、検査結果の効果的な活用を
推進する。
②　健康管理マニュアル、健康管理手帳の作成
配布をはじめ各種媒体等を通じた効率的、効果
的な啓発活動及び支援を行う。

荷役作業等における
労災事故防止対策
を推進する。

①　過労死及び荷役作業等事故の実態、原因等
の把握、分析に努める。
②　労災事故防止及び安全体制の確立に向けた
啓発等の推進を図る。
③　長距離運行運転手のための休憩施設である
トラックステーション（以下「ＴＳ」という。）の運営
の効率化を図りつつ、利用の向上・促進を図る。
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①　平成２６年度までに営業用ト
ラックによる。
（ⅰ）交通事故死者数を308人以
下にする。
（ⅱ）人身事故件数を20,600件以
下にする。

②　労災事故による死者数、死傷
者数の減少を図る（ただし、当
面、自家用トラック等も含まれる
労災事故統計整理上の事業分類
である「陸上貨物運送業」に係る
死者数、死傷者数の減少を目標
とする。なお、今後、営業用トラッ
クに係る労災事故データの把握
に努め、当該データ把握が可能と
なった段階で、明確な数字目標を
設定する。）。



施策内容 事業実施計画

　低公害車、アイドリ
ングストップ支援機
器及び省エネ機器
の導入を促進する。

①　低公害車、アイドリングストップ支援機器及び
ＥＭＳ等省エネ機器の導入に対し助成等の支援
を行う。
なお、低公害車、省エネ機器の開発状況を把握
し、適時適切に導入支援対象の見直しを図る。
②　①の購入について近代化基金融資の対象と
するとともに、当該融資については、一般融資の
場合の利子補給率に比べ高い率の利子補給を
行う。

　環境対策・省エネ
に関する知識の普
及及び意識の向上
を図る。

　低炭素化、省エネ運転に関する情報・知識の普
及・啓発を目的として、各種媒体による効率的、
効果的な啓発、広報活動を実施する。

　環境対策、省エネ
の促進に向けた調
査研究を推進する。

　環境対策及び省エネを促進するうえでの課題に
ついて整理し、一層の促進に向けた研究、検討を
進める。

②　ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域内の自
動車排ガス測定局におけるＮＯ
２、ＳＰＭの環境基準100%を達成
する。

　最新規制適合車へ
の代替を支援する。

　最新規制適合車購入を近代化基金融資の対象
とするとともに、当該融資については、一般融資
の場合の利子補給率に比べ高い率の利子補給
を行う。

①　巡回指導による事業の適正
化の充実強化を図る。具体的に
は、地方適正化実施機関が行う
巡回指導結果は、優良な順に
「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ」、「Ｅ」、「そ
の他」とされるが、中期計画期間
中、毎年度、「Ａ」、「Ｂ」の占める
割合を２％を超えて増加させ、
「Ｃ」、「Ｄ］、「Ｅ」、「その他」の占
める割合を２％を超えて減少させ
ることを目標とする。

　全国適正化実施機
関として、適正化事
業が全国的に的確
に遂行されるように
地方適正化実施機
関を指導するととも
に、国、地方適正化
実施機関との連携
強化を図る。

①　各種連絡会議等を通じて、国、全国適正化実
施機関、地方適正化実施機関との連携の強化を
図る。
②　適正化指導員研修並びに荷主・事業者に対
するコンプライアンスの確保に関する啓発を推進
する。

環境
の

保全

①　2020年度を目途とした「低炭
素社会実行計画」の策定を念頭
において、ＣＯ２削減対策に取り
組む。ただし、現段階では、トラッ
クに係る技術的な動向を見極め
る必要もあり、２０２０年度に向け
た長期にわたる見通しが立たな
いことから、当面は２０１０年度を
達成目標とした「環境対策中期計
画」の達成状況及び「環境自主行
動計画」（２００８～２０１２年度）を
踏まえて、平成２３年度中にＣＯ２
の削減中期目標として下記２項目
を定める。
（ⅰ）ＣＯ２排出原単位で0.139kg-
CO2/ﾄﾝｷﾛ以下とする。
（ⅱ）営業用トラックの輸送分担率
を87.6%より向上させる。
政府の明確な方針が示されるま
では、具体的な数値設定ではな
く、平成２１年度の数値を超える
改善として設定した。
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②  平成２６年度までに安全性評
価事業認定（Ｇマーク）事業所数
を、２１，０００まで増加させる。

　安全性評価事業の
事業者及び荷主等
への一層の浸透を
進め、Ｇマーク取得
事業者数の増加を
図る。

①　制度への理解促進を図るため、会員事業者
及び荷主等への説明会又は広報の推進を図る。
②　認定作業量の増大に対応し、作業の効率
化、運営のあり方について検討をすすめる。
③　Ｇマーク取得のインセンティブの拡大に向け
て検討をすすめる。



施策内容 事業実施計画

　輸送相談体制の充
実強化を図る。

輸送相談窓口担当者研修・会議及び輸送相談対
応マニュアルの充実強化を図る。引越管理者講
習会修了者数の増加（平成２６年度までに修了
者数12,000を目指す。）を図る。

　苦情が多い引越事
業者について、引越
優良事業者制度を
構築し、定着を図
る。

①　利用者が優良な引越事業者を選定できるよ
うな引越優良事業者制度を構築し、事業者の認
定を進め、同制度の定着を図る。また、引越優良
事業所認定のインセンティブ拡大に向けて検討を
すすめる。
②　引越優良事業者制度の広報を推進する。

　IＴ機器利用促進及
び物流の情報システ
ム化を推進する。

①　輸送距離計算システム、原価計算システム、
ＩＴＳその他の情報システム開発に関する調査研
究を進め、実現化に努める。
②　ＩＴ機器、ＷＥＢ　ＫＩＴ（求荷求車情報ネット
ワーク）利用の促進を図るため、研修、啓発広報
活動を推進する。

　資金融通を支援する

①　大規模施設・設備のための長期かつ低利の
近代化基金融資を確保するために、商工中金に
必要額を預託するとともに、同融資に係る利子補
給を行い、経営基盤の強化を推進する。
②　激甚災害、軽油高騰及び急激な景気の悪化
等の経済変動に対応して、激甚災害近代化基金
融資や資金融通の円滑化のためにセーフティー
ネットに係る保証協会保証料に対する助成等必
要な措置を執る。

優秀なトラック運転
者の確保対策を推
進する。

①　トラック運転者の雇用状況、雇用上の問題
点、必要な対策等について調査検討をすすめる。
②　検討結果に基づき必要な措置を執る。

労災保険料率の低
減を図る。

輸送の安全の確保対策、事業適正化対策と連携
して、労災保険収支の改善により労災保険料率
の低減を図り、経営基盤の強化を進める。

緊急
輸送
体制
の整
備

　東日本大震災を踏まえた緊急
輸送体制の見直しを行い、中期
計画期間中にできるだけ早く緊急
輸送体制の確立を図る。

　国、地方公共団
体、都道府県トラック
協会と連携して緊急
輸送体制の見直しを
行い、体制の確立を
図る。

①　平成２３年度中に東日本大震災発生時に執
られた緊急輸送体制の課題、問題点等を整理す
る。
②　平成２４年度までに緊急輸送業務実施要綱
の見直し等を行う。
③　中期計画期間中にできるだけ早く災害時緊
急輸送体制を確立する。

①　輸送に関する苦情件数の逓
減を図る。この一環として、引越
事業について、中期計画期間中
に、引越優良事業者制度を構築
し、同制度の定着を図る。

②  輸送力の確保、輸送価格の
抑制等に資するように、情報技術
の活用、経営基盤の強化、軽油
高騰等経済変動時における効率
的、効果的な経営支援を推進す
る。
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